
　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯨
井
　
佳
則

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

ふ
く
し
耳
鼻
科

令
和
六
年
七
月
一
日

青
森
市
松
原
三
丁
目
一
二
︱
一
五

医
療
法
人
　
い
し
だ
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

青
森
市
花
園
二
丁
目
四
三
︱
二
六

菊
池
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

弘
前
市
大
字
富
田
町
八
︱
一

相
馬
信
　
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
十
五
日

弘
前
市
大
字
城
南
三
丁
目
一
三
︱
二
五

山
口
胃
腸
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

八
戸
市
湊
高
台
二
丁
目
一
一
︱
六

田
町
小
山
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

五
所
川
原
市
田
町
四
︱
五

と
わ
だ
耳
鼻
い
ん
こ
う
科
医
院

令
和
六
年
七
月
一
日

十
和
田
市
西
十
一
番
町
二
二
︱
一
一

ほ
そ
か
わ
耳
鼻
咽
喉
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

む
つ
市
中
央
一
丁
目
三
︱
三
六
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六

YRAHX
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YRAHX
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二十六

YRAHX
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健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯨
井
　
佳
則

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

後
藤
歯
科
医
院

令
和
六
年
七
月
十
日

青
森
市
篠
田
一
丁
目
二
五
︱
八

長
谷
川
歯
科
医
院

令
和
六
年
七
月
十
一
日

青
森
市
奥
野
三
丁
目
一
二
︱
九

奥
瀬
歯
科
医
院

令
和
六
年
七
月
十
七
日

青
森
市
新
町
一
丁
目
一
二
︱
五

あ
か
ね
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

弘
前
市
城
西
四
︱
七
︱
八

く
ま
さ
か
歯
科

令
和
六
年
七
月
十
五
日

八
戸
市
石
堂
一
丁
目
二
七
︱
一
三

多
賀
台
歯
科

令
和
六
年
七
月
一
日

八
戸
市
多
賀
台
二
︱
三
︱
五

佐
々
木
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

十
和
田
市
西
二
番
町
三
︱
二
五

さ
と
う
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

令
和
六
年
七
月
一
日

平
川
市
南
田
中
北
林
元
三
七
︱
一
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名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

の
り
た
歯
科
医
院

令
和
六
年
七
月
二
日

平
川
市
新
館
野
木
和
二
︱
三



　
健
康
保
険
法
︵
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
︶
第
六
十
五
条
第
一
項
︑
第
六
十
八
条
第
二
項
又
は

第
六
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
以
下
の
と
お
り
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬
局
の
指
定
を
行
っ
た

の
で
︑
保
険
医
療
機
関
及
び
保
険
薬
局
の
指
定
並
び
に
保
険
医
及
び
保
険
薬
剤
師
の
登
録
に
関
す
る

政
令
︵
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
八
十
七
号
︶
第
一
条
又
は
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
︑
公
示
す
る
︒

令
和

年

月

日東
北
厚
生
局
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯨
井
　
佳
則

名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

指

定

年

月

日

新
城
調
剤
薬
局

令
和
六
年
七
月
一
日

青
森
市
大
字
新
城
字
平
岡
一
八
一
︱
一
〇

有
限
会
社
　
天
狗
薬
局

令
和
六
年
七
月
一
日

青
森
市
古
川
一
丁
目
一
七
︱
二
四

幸
畑
薬
局

令
和
六
年
七
月
十
五
日

青
森
市
大
字
幸
畑
字
松
元
九
八

な
の
花
薬
局
浦
町
店

令
和
六
年
七
月
一
日

青
森
市
勝
田
一
丁
目
一
五
番
六
号

な
の
花
薬
局
売
市
店

令
和
六
年
七
月
一
日

八
戸
市
売
市
一
丁
目
四
番
六
号

な
の
花
薬
局
内
丸
店

令
和
六
年
七
月
一
日

八
戸
市
内
丸
三
丁
目
五
番
三
七
︱
一
号

な
の
花
薬
局
柏
崎
店

令
和
六
年
七
月
一
日

八
戸
市
柏
崎
三
丁
目
七
番
一
七
号

な
の
花
薬
局
白
山
台
店

令
和
六
年
七
月
一
日

八
戸
市
東
白
山
台
二
丁
目
三
五
番
六
号
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名　

称　

所　

在　

地　

指

定

年

月

日

名　

称　

所　

在　

指

定

年

月

日

地　

な
の
花
薬
局
根
城
店

令
和
六
年
七
月
一
日

八
戸
市
根
城
五
丁
目
二
番
五
号

な
の
花
薬
局
一
番
町
店

令
和
六
年
七
月
一
日

八
戸
市
一
番
町
二
丁
目
三
番
地
七

な
の
花
薬
局
湊
高
台
店

令
和
六
年
七
月
一
日

八
戸
市
湊
高
台
五
丁
目
二
四
番
七
号

な
の
花
薬
局
八
戸
城
下
店

令
和
六
年
七
月
一
日

八
戸
市
城
下
四
丁
目
一
九
番
三
二
号

な
の
花
薬
局
お
い
ら
せ
店

令
和
六
年
七
月
一
日

上
北
郡
お
い
ら
せ
町
上
明
堂
九
︱
三

な
の
花
薬
局
五
戸
店

令
和
六
年
七
月
一
日

三
戸
郡
五
戸
町
正
場
沢
三
番
地
四

な
の
花
薬
局
五
戸
東
店

令
和
六
年
七
月
一
日

三
戸
郡
五
戸
町
鍜
冶
屋
窪
上
ミ
三
四
︱
一




